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Ⅰ 市内の屋外照明について 

 

  横浜市内には、次のような屋外照明が設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯の維持管理 

平成21 年度及び平成22 年度に横浜市がLED 防犯灯に交換したものについては、当面、横

浜市が所有します。電気料金の支払いや故障時の対応などを横浜市が行い、自治会町内会には故

障などの連絡をお願いします。（横浜市が設置した LED 防犯灯以外のその他の防犯灯について

は、従前どおり、自治会町内会が所有し、電気料金の支払いや故障時の対応を行っていただきま

す。） 

(１) 横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯の維持管理の役割分担 

横浜市    → 電気料金の支払い、故障時の対応（修理手配、修理費の支払いなど）

自治会町内会 → 日常点検（故障等の発見、横浜市への連絡） 

 

(２) 横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯の識別方法 

横浜市が維持管理する LED 防犯灯は、図のように区名が入った黄色のプレートや、銀

色のシールが設置されています。（※図は磯子区、旭区のものです。） 

 

 

 

 

 

ＬＥＤ防犯灯の故障などを発見した場合は、管理番号または電柱番号をご確認の上、消

防局地域安全支援課（３３４－６４９３）までご連絡ください。 

 
▲プレート ▲シール 

屋外照明 

防 犯 灯 

そ の 他 

街 路 灯 

公 園 灯 

商店街灯 

主に幹線道路に設置されています。 

主に公園に設置されています。

主に商店街に設置されています。 

自治会町内会の防犯灯

横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯

主に住宅街に設置されています。 

この手引きの対象となる照明です。 

主に住宅街に設置されています。 

下の【参考】に該当する照明です。 
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Ⅱ 防犯灯維持管理費補助金について 

 

１ 趣旨 

  夜間における犯罪の発生を防止し、歩行者の通行の安全を図るため、自治会町内会が行う防犯

灯の維持管理に要する経費の一部を補助します。 

 

２ 補助対象 

(１) 補助対象となる防犯灯 

夜間の防犯及び歩行者の通行の安全を図るため、不特定多数の市民が通行する道路・

通路を照らしているもので、 

① 自治会町内会が所有し、かつ、維持管理しているもの 

② 自治会町内会の所有となっていないものにあっては、町内会等が維持管理を行い、

かつ、維持管理に要する経費を負担しているもの 

②について 

 ア 集合住宅の管理組合等が所有している照明でも、不特定多数の市民が通行する道

路・通路を照らしているもので、自治会町内会が維持管理を行い、経費負担をしてい

る照明は対象になります。 

ただし、不特定多数の市民が通行する道路・通路を照らしているか否かを判断する

ために、防犯灯の位置図を基に区役所が実地調査を行う場合があります。 

イ 集合住宅の多くは、防犯灯の電気料金が定額ではなく、使用電力量によって算出さ

れています。（例えば、電気メーターが棟ごとに設置されていて、住宅の入口照明や

通路の照明（防犯灯）などの使用量により支払っています。） 

したがって、防犯灯に限定して自治会町内会が電気料金の支払名義人となることが

困難であることから、自治会町内会が電気料金を負担していることを確認するため、

管理組合等と自治会町内会の双方が取り交わした書類（覚書、総会資料など）を提出

していただきます。 

 

(２) 補助対象とならない防犯灯 

① アパートやマンション（集合住宅）等の構内及び建物内で、専ら居住者が使用する

道路・通路を照らしているもの 

② 駐車場、駐輪場等の照明 

③ ネオンサイン等の装飾目的の照明 

④ 平成２１年度以降横浜市が設置し、維持管理を行っているＬＥＤ防犯灯 など 

商店街の街路灯（商店街灯）は、自治会町内会が維持管理費を負担していても、補助対

象となりません。当該街路灯への補助としては、経済観光局商業振興課（平成２３年４月

からは、経済局商業振興課となります。）が商店街を対象に行っている「安全・安心な商
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店街づくり事業補助金」制度があります。 

 

３ 補助金額等 

(１) 基準日   毎年４月１日 

(２) 補助金額  １灯につき年額 ２，２００円（上限） 

ア 毎年４月１日現在において、自治会町内会が維持管理を行っている防犯灯が補助対象に

なります。 

イ 防犯灯維持管理費補助金は、照明の明るさ（２０Ｗ・４０Ｗ・１００Ｗなど）に関わら

ず、防犯灯の電気料金、灯具の清掃・点検・修理、蛍光灯の交換など維持管理に要する経

費の一部として、予算の範囲内で１灯あたり年額2，200 円（上限）を補助します。 

 

４ 申請書の提出 

(１) 提出期間   ４月１日から６月３０日まで（厳守） 

(２) 提出場所   各区役所 地域振興課（保土ケ谷区は地域協働課） 

  ※注意 

  提出期間を過ぎると補助金を交付できない場合がありますので、必ず期限を厳守するよう

お願いします。 

 

５ 必要書類 

(１) 町内会等の支払名義の４月分電気料金領収証の写し、又は支払証明書の写し 

ただし、一括前払の契約をしている場合は、契約後の初回に引落される時の電気料金

領収証の写し、又は東京電力からのお知らせの写し 

(２) 町内会等が支払名義となっている３月分電気料金集約分内訳表の写し 

(３) 集合住宅など防犯灯数を特定する必要がある場合は、防犯灯の位置図 

※(１)及び(２)は、東京電力株式会社が発行する書類です。「Ⅳ 東京電力株式会社が発行

する書類について」にて、東京電力株式会社が発行する書類に関する説明がありますので、

御覧ください。 

  ※注意 

３月分電気料金集約分内訳表には、平成２２年度中にＬＥＤ灯に交換した防犯灯の灯数が

含まれていますので、その灯数分は維持管理費補助金の対象から差し引いて申請してくださ

い。 

電気料金領収証等は自治会町内会の名義で支払われていることを確認するために、電気料

金集約分内訳表は申請灯数を確認するために使用しますので、必ず提出するようご協力くだ

さい。 
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Ⅲ 防犯灯維持管理費補助金の申請書の記入方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  申請書の「２ 防犯灯維持管理費補助金」の欄に、管理している防犯灯の灯数及び金額を記入

してください。（上図点線枠内） 

  なお、東京電力株式会社が発行している３月分電気料金集約分内訳表には、平成２２年度にＬ

ＥＤ防犯灯へ交換した防犯灯の灯数が含まれて表示されています。そのため、平成２２年度に

ＬＥＤ防犯灯の交換申請をされた自治会町内会は、その灯数を差し引いて申請してください。 
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Ⅳ 東京電力（株）が発行する書類について 

 

１ 電気料金領収証 

(１) ４月分電気料金領収証は、３月検針日から４月検針日までの電気料金が４月検針日以降に

発行されます。 

例：３月２８日と４月２７日が検針日の場合 

３月２８日から４月２７日までが記載されます。 

      ※ 検針日は地域によって異なります。 

(２) 電気料金領収証を紛失や破損等された場合は、東京電力（株）へ再発行を依頼すると、「支

払証明書」が発行されます。 

ただし、有料となりますので、詳細については、カスタマーセンターへお問い合わせくだ

さい。 

(３) 一括前払契約をしている場合は、電気料金領収証の代わりとして、「東京電力からのお知

らせ」でも構いません。 

  ※「Ⅵ 資料２（東京電力からのお知らせ）」（１１ページ）に見本があります。 

 

２ 電気料金集約分内訳表 

(１) 電気料金集約分内訳表は、東京電力（株）がデータをプリントしたものを自治会町内会に

発行しています。自治会町内会が東京電力（株）に集約請求の申込みを事前にしていない

と発行されません。お済みでない自治会町内会は、集約請求の申込みをしてくださるよう

お願いします。 

 

(２) ３月分電気料金集約分内訳表は、２月検針日から３月検針日までの分が３月検針日以降に

発行されます。 

 

(３) 一括前払契約をしている場合は、電気料金集約分内訳表が発行されませんので、東京電力

（株）カスタマーセンターに発行申込みをしてください。 

 

(４) ３月分集約分内訳表には、平成２２年度中にＬＥＤ灯に交換した防犯灯の灯数が含まれて

いますので、その灯数分は維持管理費補助金の対象から差し引いて申請してください。 

 

(５) 東京電力（株）から自治会町内会に電気料金集約分内訳表が届いてない場合は、東京電力

（株）へ再発行を依頼すると控えのコピーが発行されます。 

 

(６) 書類の見方については、「Ⅴ 資料１（防犯灯の種類と電気料金集約分内訳表）」を御覧く

ださい。 
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３ 提出書類の名義変更等 

(１) ４月分電気料金領収証の名義変更について 

３月中に東京電力（株）カスタマーセンターに申込みをしていただくと、４月分の電気料

金領収証の名義が変更されます。 

 

(２) ３月分電気料金集約分内訳表に記載された各契約の名義変更を行うことができなかった

場合について 

ア 速やかに電気料金集約分内訳表に記載された各契約の名義変更を行っていただくとと

もに、３月中に電気料金領収証の名義変更の手続きをよろしくお願いします。 

イ 名義を変更しても「お客さま番号」は原則として変わらないことから、電気料金領収証

と電気料金集約分内訳表が同一のお客さま番号であれば、自治会町内会名義の電気料金領

収証に対する電気料金集約分内訳表であることが確認できます。 

ウ お客さま番号が同一でないときは、カスタマーセンターへお問い合せくださるようお願

いします。 

 

(３) 一括前払の契約をしている場合 

電気料金領収証は、契約後の初回に引落しされる時の一回のみの発行となります。契約月

が自治会町内会によって異なるため、４月分に限定した電気料金領収書の写しの提出は困難

となります。したがって、契約後の初回に引落しされた時の電気料金領収証を添付してくだ

さい。（電気料金領収証の代わりに「東電からのお知らせ」でも構いません。） 

ただし、集約分内訳表のお客さま番号と同一であることを確認してください。 

 

【参考】一括前払い制度について 

一定期間の電気料金を、あらかじめ一括して口座振替で支払うことにより、電気料金が

割引になるサービスです。 

 １年型（１２か月分） 半年型（６か月分） 

一括前払割引額 
１つの契約につき 

１か月 １０円５０銭 

１つの契約につき 

１か月 ８円４０銭 

    ※金額については消費税を含んでいます。（平成１９年４月１日から） 

    ※契約期間中の防犯灯の増減等については、契約期間終了時に過不足が計算されます。 

 

４ その他 

  申請の際の必要書類は、全て写しで構いません。 

 申請用として、同じ書類の再発行や支払証明書の発行を、東京電力（株）へ依頼しないようご

協力お願いします。 
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５ 問い合わせ先 

東京電力（株）が発行している書類、契約の変更、電気料金などについては、東京電力（株）

カスタマーセンターへお問い合わせください。 

 ◆神奈川カスタマーセンター（第一） 

  横浜市内（泉区、戸塚区、栄区、港南区の一部を除く） 

  契約の変更→電話：０１２０－９９－５７７１ 

  電気料金等→電話：０１２０－９９－５７７２ 

 ◆神奈川カスタマーセンター（第二） 

  泉区、戸塚区、栄区、港南区の一部 

  契約の変更→電話：０１２０－９９－５７７５ 

  電気料金等→電話：０１２０－９９－５７７６ 
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Ⅴ 資料１（防犯灯の種類と電気料金集約分内訳表） 

 

※電気料金集約分内訳表の見本は１０ページに掲載されています。 

 各項目の数字は、見本の数字を表しています。 

 

１ 種別欄について 

０：電気料金が定額の防犯灯（定額電灯） 

１：使用する電力量により、料金が異なる防犯灯（従量電灯） 

 (１) 定額電灯は、1 か月の電灯料金が定められているものです。 

    ただし、原油価格等の値に基づき、燃料費調整額が１か月ごとに変動します。 

 

(２) 定額電灯を補助申請される場合で、平成２２年度にＬＥＤ防犯灯の交換申請をされた自治

会町内会は、「定額電灯の合計灯・機器数量」欄から、平成２２年度中にＬＥＤ防犯灯に

交換した灯数を差し引いて申請してください。 

 

(３) 従量電灯は、１か月の使用電力量によって算出されるものです。 

この種類の電灯は、集合住宅に多く見られます。電力量メーターが棟ごとに設置され、住

宅の入口照明や道路・通路の照明などの使用量により電気料金を支払っています。 

 

(４) 従量電灯を補助申請される場合は、防犯灯位置図を作成し、位置図に記載された防犯灯の

灯数を申請してください。 

なお、補助対象に該当か非該当かは、区役所の実地調査等により判別します。 

 

 【参考】補助対象外ですが、次のものもあります。 

  ２：臨時電灯で、建設工事用等に使用される電灯 

  ３：一般的に商店等で使用される２００Ｖの動力 

 

２ 契約口数欄について 

(１) 補助対象灯数 

ご契約口数欄ではなく、２０Ｗ欄・４０Ｗ欄…２００Ｗ欄に記載されている灯数の合計が、

補助対象の灯数になります。 

    ただし、３月分電気料金集約分内訳表には、平成２２年度にＬＥＤ防犯灯へ交換した防

犯灯の灯数が含まれて表示されているため、平成２２年度にＬＥＤ防犯灯の交換申請をさ

れた自治会町内会は、その灯数を差し引いて申請してください。 
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(２) 防犯灯種類とその区分 

    ２０Ｗの蛍光灯の防犯灯は、電気料金区分では「２０Ｗをこえ４０Ｗまで」の区分に入り

ます。そのため、電気料金集約分内訳表では、４０Ｗ欄に灯数が記載されます。また、４０

Ｗの水銀灯などの防犯灯は、６０Ｗ欄に灯数が記載されます。 

    詳細については、次ページの表を参考にしてください。 

   【参考】電気料金の区分 

 

 

 

 

 

 

 

    ※電気料金集約分内訳表には、３００Ｗや４００Ｗなどの欄もありますが、この区分に該

当する照明は、集合住宅・商店街などや横浜市道路局が設置している街路灯です。 

 

 

 

区     分 集約分内訳表 備     考 

２０Ｗまで ２０Ｗ ＬＥＤ灯など 

２０Ｗをこえ４０Ｗまで ４０Ｗ ２０Ｗや３２Ｗの蛍光灯など 

４０Ｗをこえ６０Ｗまで ６０Ｗ ４０Ｗの水銀灯など 

６０Ｗをこえ１００Ｗまで １００Ｗ 集合住宅や商店街などの街路灯 

１００Ｗをこえ１００Ｗごとに ２００Ｗ 集合住宅や商店街などの街路灯 
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Ⅵ 資料２（東京電力からのお知らせ） 

 

 今年度から、電気料金領収証の代替物として認める「東京電力からのお知らせ」は、次の書類と

なります。 
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